
IMDGコード改正と危告示改正の概要について

改正前

・収納する危険物の質量/容量制限質量が
適用されないものについて、質量/容量
制限が適用されないことが明記

改正後

400kg

現 行 改正案

400kg

大型容器

（400kg/450Lを超え
3000L以下の容器)
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小型容器

(400kg/450L以下の容器)
【危告示第２条第15項】

Packaging

(400kg/450L以下の容器)

Large Packaging

（400kg/450Lを超え
3000L以下の容器)

・収納する危険物の質量/容量制限につ
いて明確な規定がなく取扱が不明瞭

大型容器

（400kg/450Lを超え
3000L以下の容器)

400kg

小型容器

(400kg/450L以下の容器)
【危告示第２条第15項】

小型容器の
特別措置
で対応

Large Packaging

（400kg/450Lを超え
3000L以下の容器)

400kg

Packaging

(400kg/450L以下の容器)

明確な
規定なし

Packaging
(質量/容量制限
の規定なし）

Packaging

(質量/容量制限
が適用されない
容器、包装）

梱包材
無外装

(質量/容量制限
が適用されない
容器、包装）

【危告示第２条
の２(新設) 】

・400kgを超える荷物で大型容器では
運送できないものについては、小型
容器の特別措置で対応

・収納する危険物の質量/容量制限質量が
適用されないものについて、梱包材、
無外装として新設



大型容器、小型容器、梱包材、無外装の例について

400kg

大型容器

（400kg/450Lを超え3000L以下の容器）

箱ジェリカンドラム缶

金属製大型容器 プラスチック製大型容器

木枠

パレット

梱
包
材

（容器記号が付されたもの等以外のもの）
【危告示第２条の２第１項（新設）】

無
外
装

（危険物が容器に収納されない状態で
あって当該状態で運送できるもの）
【危告示第２条の２第2項（新設）】

小型容器

(400kg/450L以下の容器)
【危告示第２条第15項】












